
番号 調達要求番号 件　　名 数量・単位 備　考

1 監－Ｈ－010
産業廃棄物及び特定家庭用機
器の処理役務

仕様書の
とおり

令和5年12月14日 (木) 令和6年1月16日 13:00 令和6年1月16日 13:05 令和6年3月29日 仕様書

●問い合わせ先

〒162-8807　東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎Ｄ棟6階）

防衛省防衛監察本部総務課会計係　市川

TEL　03-3268-3111　内線33043

メールアドレス:ichikawafum@ext.igo.mod.go.jp

・参加を希望する者は、防衛省防衛監察本部におけるオープンカウンター方式実施要領、仕様書等を熟覧及び熟読のうえ、下記の問い合わせ先へお問い合わせください。

・期日までに提出された有効な見積書のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者を契約相手方とします。

防衛省防衛監察本部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

見積依頼書公表日 見 積 書 提 出 期 限 履　行　期　限

・随意契約を前提とした見積依頼です。

見積合わせの日時

・期日までに都道府県知事から規定された「収集運搬業の許可証」及び「処分業の許可証」の写しを提出して下さい。

・産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票が官側に到着した日が最終処分完了日とします。産業廃棄物の搬出期限は仕様書の確認を願います。



防衛監察本部仕様書 
 

 

品 

件 

名 

産業廃棄物及び特定家庭用機器の処理役務 

仕様書番号  

作成年月日 令和５年１２月１２日 

作成部課名 総務課 

 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，防衛省防衛監察本部における産業廃棄物及び特定家庭用機器の処理役務について適

用する。 

1.2 引用文書 

 この仕様書における引用文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなす

ものであり，引用文書に定める項目がこの仕様書と相違する場合は，この仕様書を優先する。 

なお，引用文書及び関連文書は，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

(1) 引用文書 

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年法律第１３７号) 

イ 特定家庭用機器再商品化法(平成１０年法律第９７号) 

ウ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成１２年東京都条例第２１５号) 

 

2 役務に関する要求 

2.1 対象品目及び数量 

 対象品目及び数量は，別紙第１のとおり。 

2.2 集積場所 

  防衛監察本部(東京都新宿区市谷本村町５－１) Ｄ棟地下１階倉庫 

2.3 役務の内容 

(1) 契約相手方は，官側の指示に従い，集積場所から産業廃棄物及び特定家庭用機器を契約相手方

の手配する運搬車両へ積み込み，都道府県知事の許可した処理施設へ運搬し，処理を行うものと

する。 

(2) 搬出の日程は契約締結後，官側と調整するものとする。 

なお，集積場所の都合により，土日祝日に搬出作業を実施する場合がある。 

 (3) 役務実施の際には，施設(床及び壁等)を破損しないように養生等を実施するものとする。 

 (4) 契約相手方は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律，特定家庭用機器再商品化法及びその他関

係法令等を遵守し，適正に処理を行うものとする。 

 (5) 契約相手方が，産業廃棄物及び特定家庭用機器を運搬車両に積み込む際は，官側立ち会いの下

で作業を実施するものとする。 

 (6) 契約相手方は，委託された産業廃棄物及び特定家庭用機器の積み替えを行ってはならない。 

(7) 契約相手方は，委託された産業廃棄物及び特定家庭用機器の収集運搬を第三者に委託してはな

らない。 

(8) 契約相手方は，作業を実施する上で安全管理に十分配慮するものとする。 

 

3 履行期限 

(1) 搬出の期限を令和６年１月３１日(水)とする。 

(2) 産業廃棄物管理票（マニュフェスト）Ｅ票の提出期限を令和６年３月２９日（金）とする。 

 



4 検査 

検査は，この仕様書に基づき，支出負担行為担当官補助者が行うものとする。 

 

5 配送車両について 

5.1 この契約の履行に当たっては，都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に規定する，ディ

ーゼル車規制に適合する自動車を使用し，または使用させること。 

5.2 この契約の履行において使用し，又は使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を求めた

場合は，速やかに提示すること。 

 

6 その他 

(1) 提出書類は，別紙第２のとおり。 

(2) 産業廃棄物管理票（マニュフェスト）Ｅ票が官側に到着した日を最終処分完了日とする。 

(3) 庁舎内への出入りについては，定められた関係規則の手続きを行うと共に，諸規定に従うもの

とする。 

(4) 業務中，各施設及び職員等に損害を与えた場合は，契約相手方の責任において復旧及び補償す

ること。 

(5) この仕様書に疑義が生じた場合は，支出負担行為担当官と協議するものとする。 



別紙第１

連番 品名 外観 数量 規格等（単位：mm）

1
大型回転椅子
（係長用）

3
ITOKI　JOIFA602
570×500×850

2 会議用椅子 1
メーカー不明
550×550×800

3 脇机 4
メーカー不明
700×450×700

4 サイドテーブル 1 メーカー不明

5 サイドテーブル 1 メーカー不明

6 スライド扉書庫 1
ｵｶﾑﾗ　F5315Y Z13
1800×750×700

7
アプリケーション

ソフトウェア
1

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ
完全データ復元Pro15
（BOXﾊﾟｯｹｰｼﾞ版）

8 パウチ 1

ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ
ﾗﾐﾈｰﾀｰ

K0005J-A3　340mm
520×200×120

9
電子タイトル
プリンタ

1
ｺｸﾖ　TITLEBRAIN2

NS-TB2N
250×160×80

10
ブルーレイ
レコーダー

1
SONY　BDZ-T55
430×320×80

対象品目及び数量



連番 品名 外観 数量 規格等（単位：mm）

11 デジタルカメラ 3
OLYMPUS μ830
100×55×25

12 デジタルカメラ 2
富士ﾌｨﾙﾑ

FFXT500(B)
10×3×6

13 衝立 3
メーカー不明

1200×400×1800

14 扇風機 1
三菱電機　R-40-MJ
430×430×1200

15 電気掃除機 1
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

MC-PK19A-P
300×400×250

16 電気冷蔵庫 1
東芝　GR-22T

520×560×1600

17 電気冷蔵庫 1
東芝　GR-Y15T
520×540×1270

18 電子レンジ 1
ﾅｼｮﾅﾙ　NE-S22F
450×320×300

19 電子レンジ 1
ｼｬｰﾌﾟ　RE-TD1
460×365×275



別紙第２

番
号

名称 提出期限 提出先 部数 備考

1 産業廃棄物収集運搬業許可証の写 契約締結後速やかに
防衛監察本部
総務課

1

2 産業廃棄物処分業許可証の写 契約締結後速やかに
防衛監察本部
総務課

1

3
産業廃棄物管理票（Ａ票，Ｂ２
票，Ｄ票、Ｅ票）

産業廃棄物処理完了
後速やかに

防衛監察本部
総務課

1

4 特定家庭用機器廃棄物管理票
特定家庭用機器廃棄
物処理完了後速やか
に

防衛監察本部
総務課

1
特定家庭用機器の
み

提出書類


